
 

教 職 第 1 5 1 3 号 

令和３年（2021年）９月24日 

 

各 教 育 局 長 

札幌市を除く各市町村教育委員会教育長 

 

北海道教育庁教職員局教職員課働き方改革担当課長 今 村 隆 之 

 

「『妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援のために講じる措置』のうち令和４

年１月１日施行予定の事項（休暇の新設・有給化関係）について」について

（通知） 

 このことについて、別添のとおり文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課から周

知依頼があったので、お知らせします。 

 なお、令和４年（2022年）１月１日施行予定の妊娠・出産・育児に係る休暇の新設・有

給化に係る改正等の内容は連絡があり次第、情報提供を予定しておりますことを併せて申

し添えます。 

 

（服務制度係） 
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